
開 催 日 令和６年３月１日（金）

開 会 時 間 午前10時30分

閉 会 時 間 午前11時30分

開 会 場 所 選挙管理委員会室

出 席 者

　本日の書記：長﨑委員

１ 決 定 事 項 （１）選挙人名簿及び在外選挙人名簿の登録等について

（２）直接請求に必要な選挙権を有する者の数について

２ 報 告 事 項 　

３ そ の 他

（２）東京都知事選挙に係る転入・転出者への周知チラシについて

次第及び会議内容

選 挙 管 理 委 員 会 
３月臨時会会議録

　選挙管理委員：山内栄一郎委員長、渡辺秀次委員、青木眞知子委員、長﨑良雄委員

　事　 務　 局：町元選挙担当係長

　　ア　選挙人名簿

　　　　令和５年12月２日から令和６年３月１日までの間に登録要件を満たした者が3,483

　　　人で３月１日現在の登録者数は141,262人。登録者数は前回の登録時より457人増とな

　　　る。

　　イ　在外選挙人名簿　

　　認した。

　　告示日：令和６年６月20日

　　投票日時：令和６年７月７日　午前７時～午後８時

　　　人、令和５年12月１日から令和６年２月29日までの間に抹消の対象となる者が3,026

　　　　令和６年２月22日から３月１日までの間に登録要件を満たした者が０人、抹消の

　　  対象となる者が０人で、12月１日現在の登録者数は485人。

　　ア　選挙権を有する者の数の３分の１：47,088人

（１）当面の日程について

（１）令和６年７月７日執行東京都知事選挙の概要について

　　　令和６年３月１日現在の直接請求に必要な選挙権を有する者の数（署名数）を次の

　　とおり決定し、３月１日付けで告示する。

　　イ　選挙権を有する者の数の６分の１：23,544人

　　ウ　選挙権を有する者の数の50分の１： 2,826人

　　　選挙管理委員が出席する令和６年７月までの主な事業（定例会ほか）日程について確

　　民生活課総合窓口係と日本橋・月島・晴海特別出張所区民係で配布する周知チラシにつ

　　いて内容を確認し了承した。

　【周知する内容】

　　・３月20日以降、中央区から都内の他自治体に転出した方は中央区で投票すること。

　　　（中央区の選挙人名簿に登録されている方に限る。）

　　・中央区で投票する場合は新住所地（都内）が発行する「住民票の写し（選挙用）」

　　　等の証明書が必要になること。

　　　令和６年３月20日以降に東京都内から転入した者、東京都内へ転出する者に対し、区

　　開票日時：令和６年７月７日　午後８時50分

　　選挙人名簿基準日及び登録日：令和６年６月19日

　　上記ほかについて確認



　　マで読売新聞東京本社教育ネットワーク事務局記者を講師として招聘し講演を行う。

　　・３月20日以降、都内の他自治体から中央区に転入した方は前住所地で投票すること。

　　　（前住所地の選挙人名簿に登録されている方に限る。）

　　・前住所地で投票する場合は中央区が発行する「住民票の写し（選挙用）」等の証明

　　　書が必要になること。

　　・都外へ転出した場合や都外から転入した場合は、投票できないこと。

（３）令和６年度中央区明るい選挙推進委員研修会について

　　　令和６年４月19日に開催する研修会では、「若者の政治意識と投票行動」というテー


